
 
 

 

 

 

 
 
 

第８次 横浜市住宅政策審議会を開催します！ 

 

横浜市では、横浜市住生活マスタープラン等に基づき、豊かな住生活の実現を目指し

て住宅政策を推進してきました。 

近年、子育て世代や高齢単身世帯の動態変化、住宅価格高騰、空家や高経年マンショ

ンの増加など、住生活を取り巻く環境は大きく変化しています。 

こうした状況を踏まえ、重層的なセーフティネットの充実、循環型社会への移行、 住

宅・住宅地の価値向上を図るため、本市の住宅政策のあり方について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
令 和 ８ 年 ３ 月 2 5 日 

建 築 局 住 宅 政 策 課 

(1) 検討体制 

 ア 住宅政策審議会 委員 11 名 

イ 専門部会 委員４～５名（アの審議会委員から選出） 

ウ その他、各専門分野の有識者 

(2) 審議内容及びスケジュール 

  令和８年度 諮問、審議会（複数回開催） 

  令和９年度 答申 

  令和９年度 横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）の改定 

 

 

 

 

 

２ 審議の進め方（予定） 

１ 諮問事項 

一人ひとりのライフスタイルに応じた豊かな住生活の実現に向けた、今後の住宅

政策のあり方について 
 

 

 

第１回審議会を次のとおり開催します。 

■開催日時等 

開催日時：令和８年４月６日（月） 午後２時 00 分から午後４時 00 分まで 

 開催場所：横浜市庁舎 18 階共用会議室みなと４・５

（住所：横浜市中区本町 6-50-10 市庁舎 18 階） 

■傍聴 

①会場での傍聴 

 申込不要です。会議当日、会場受付へお越しください。会議開始 30 分前から 10 分前ま

で、傍聴券を交付します。（傍聴人定員 10 名：先着順） 

②WEB 上での傍聴 

・令和８年４月１日（水）17 時までに、下記【電子申請システム】からお申し込みくださ

い。（定員 70 名：先着順） 

・取材を御希望の場合はお問合せ先へ御電話ください。 

・傍聴の方法については、令和８年４月３日（金）中にメールで御案内します。 

【電子申請システム】https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/003c538e-2c8f-431d-8c85-12b8f8aca811/start  

※ 次回以降の審議会等の開催日時や傍聴方法等については、ホームページに掲載します。 

 ３ 審議会について 

裏面あり 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/003c538e-2c8f-431d-8c85-12b8f8aca811/start


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

建築局住宅政策課長  小林 和広 Tel 045-671-2917 

第 1次 横浜市営住宅における供給と管理のあり方 

（諮問：H７/12/８ 答申：H８/10/14） 

第２次 横浜市における今後の民間住宅施策のあり方について 

（諮問：H９/７/23 答申：H12/12/12） 

第３次 横浜市における今後の住宅施策のあり方について 

（諮問：H16/９/10 答申：H18/３/29） 

第４次 横浜市における新たな住宅施策のあり方について 

（諮問：H22/７/16 答申：H23/12/13） 

第５次 時代の変化を踏まえた市営住宅及び高齢者向け住宅等の今後の役割と供給の考え方に

ついて （諮問：H26/７/22 答申：H27/11/24） 

第６次 活力と魅力あふれ安全で持続可能なまちの実現に向けた、今後の住宅政策の展開につ

いて （諮問：H28/５/11 答申：H29/４/27） 

第７次 社会環境の変化や世帯・価値観の多様化に対応した今後の住宅政策の展開について 

（諮問：R３/４/30 答申：R４/５/10） 

１ 横浜市住宅政策審議会条例の概要 

(1) 設置の目的：多様な市民ニーズや社会情勢の変化に対応しながら、本市の総合的かつ 

長期的な住宅政策に関し調査審議するため、市長の諮問機関として設置。 

(2) 組 織：審議会は、委員 25 人以内をもって組織。必要に応じて専門部会を設置。 

(3) 委 員：学識経験のある者、横浜市会議員、公共的団体の職員、その他市長が必要と 

認める者 

  
２ 過去の審議会の開催状況 

詳細は『横浜市住宅政策審議会』で御確認ください。 

 

参 考 

３ ホームページ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/shiryo/fuzoku/juseishin/juseishin8.html 


